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教育長 

開会の宣言 

会議録署名委員の指名 畑井委員、駒田委員を指名 

会議に付する案件 

議案第 39号 奨学生の決定について 

議案第 40号 伊勢市学校図書館活性化支援事業業務受託者選定委員会

規則の制定について 

議案第 41号 就学等に関する規則の一部改正について 

議案第 42号 伊勢市体育施設条例施行規則の一部改正について 

議案第 43号 伊勢市スポーツ推進審議会委員の任命について 

 

なお、議案第 39号については、個人情報に関することとなるため、伊勢市教

育委員会会議規則第 14条の規定において非公開とする旨、教育長から提案され

承認。 

 

教育長報告 

前回の教育委員会からの報告をします。 

６月下旬から新型コロナウイルス感染者の報告が増加し、学級閉鎖が多くあ

りました。新型コロナウイルスの感染症については、今後も各学校における感

染対策に万全を期したいと考えています。 

伊勢市内では 23日の進修小など６校を最後に、全ての小中学校で夏季休業に

入りました。小学校の 18校は８月末まで夏休みにしています。浜郷小など４校

が８月 30日までとなっています。中学校は８月 28日までの倉田山中など７校、

８月 29日までの二見中と城田中、30日までの桜浜中が最後で中学校は全て８月

中に授業を再開します。 

６月 20日に市内で大きな交通事故がありました。夏休み中、大きな事故など

のないよう夏休み前の集会等で児童生徒への指導を徹底するよう、先日の小中

校長会で依頼したところです。 

６月議会では中村議員から GIGAスクール構想や学校給食について、楠木議員

からは学校給食無償化や部活動ガイドラインについて、川口議員から学校給食

における地産地消についての一般質問がありました。詳細は教育総務課から報

告があります。 

委員の皆様にはご迷惑をおかけしますが、感染症対策のため、会議の時間短縮

など、ご協力をよろしくお願いします。 

以上、私からの報告は終わります。 

 

教育長 

それでは議事に入ります。 

「議案第 39号 奨学生の決定について」を議案といたします。 

事務部長から提案説明を行います。 

 



（以下、審議内容については非公開） 

 

（原案どおり承認） 

 

教育長 

つづきまして、「議案第 40 号 伊勢市学校図書館活性化支援事業業務受託者

選定委員会規則の制定について」を議題といたします。 

事務部長から提案説明を行います。 

 

事務部長 

２ページをご覧ください。 

これは、伊勢市附属機関条例第２条第２項の規定により、伊勢市学校図書館

活性化支援事業業務受託者選考委員会を設置することに伴い、規則を制定しよう

とするものでございます。 

なお、詳細につきましては学校教育課から説明をいたしますので、よろしく

ご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 

学校教育課副参事 

「議案第 40号 伊勢市学校図書館活性化支援事業業務受託者選定委員会規則

の制定について」ご説明申し上げます。 

学校教育課では平成 25 年 10 月から学校図書館活性化事業を実施し、各小中

学校に学校図書館スタッフを配置しております。 

学校図書館スタッフを配置するための業務受託者との契約が今年度末で終了

することから、新たに業務受託者を選定する委員会を設置するための規則でご

ざいます。 

規則をお認めいただきましたならば、選定委員会を設置し、来年度の学校図

書館スタッフ配置にかかる業務受託者の選定を進めてまいります。 

以上、「議案第 40号 伊勢市学校図書館活性化支援事業業務受託者選定委員

会規則の制定について」ご説明申し上げました。 

 何卒、よろしくお願いいたします。 

 

教育長 

ただ今、学校教育課から説明をいたしましたが、ご意見ご質問はございませ

んか。 

 

A 委員 

規則の中身のところで、第２条の後半の右側の方に、委員の互選により定め

るとあるんですが、この委員というのはどこから選任された委員なのか、どう

いった方なのかご説明いただけますか。 

 

 



学校教育課副参事 

こちらで任命させていただきました委員の皆様でございます。 

 

A 委員 

常時いらっしゃるということですか。この時だけですか。 

 

学校教育課副参事 

この時だけでございます。 

 

教育長 

他にご意見ご質問等ございませんか。 

 

教育長 

ご意見ご質問も無ければ、採決を採りたいと思います。 

「議案第 40号 伊勢市学校図書館活性化支援事業業務受託者選定委員会規則

の制定について」は、原案どおりお認めいただくことにご異議ございませんか。 

 

 〔異議なしの声〕 

 

教育長 

異議なしとのことでございます。よって、 

「議案第 40号 伊勢市学校図書館活性化支援事業業務受託者選定委員会規則

の制定について」は、原案どおり承認することに決定いたしました。 

 

教育長 

つづきまして、「議案第 41 号 就学等に関する規則の一部改正について」を

議題といたします。 

事務部長から提案説明を行います。 

 

事務部長 

５ページをご覧ください。 

これは、校務支援システムの導入に伴い様式を改正しましたが、運用開始後

に不都合が生じたため、改めて様式の改正を行うとともに、所要の規定の整備

を行うため、規則を改正しようとするものでございます。 

なお、詳細につきましては学校教育課から説明をいたしますので、よろしく

ご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 

学校教育課副参事 

「議案第 41号 就学等に関する規則の一部改正について」ご説明申し上げま

す。 

これは、校務支援システムが令和４年４月１日に導入されることに伴い、出



席簿の様式を改正しましたが、運用使用後に、授業日数を入力する欄に不都合

が生じたため、様式の変更を図るものでございます。 

お認めいただきましたならば、資料のとおり修正して各校において使用を進

めてまいります。 

以上、「議案第 41号 就学等に関する規則の一部改正について」ご説明申し

上げました。 

 何卒、よろしくお願いいたします。 

 

教育長 

ただ今、学校教育課から説明をいたしましたが、ご意見ご質問はございませ

んか。 

 

B 委員 

この６ページの第９条中の鍵括弧と句点の位置はこれで合ってるんですか。

これは何か意味があるのでしょうか。 

 

教育総務課長 

８ページの新旧対照表をご覧ください。第９条のところをまず見ていただき

ますと、右側が改正前、左側が改正後ですが、改正前の２行目の一番後半の 

「、様式」の「、」以降を改正後の「または」に変えさせて頂いておりますの

で「、」も含めて改正をするということで、そのような記載になっております。 

 

教育長 

８ページの右側の第９条のところに色々書いてありますけれども「、」から改

正したいということです。 

 

B 委員 

分かりました。 

 

教育長 

他にご意見ご質問等ございませんか。 

 

教育長 

ご意見ご質問も無ければ、採決を採りたいと思います。 

「議案第 41号 就学等に関する規則の一部改正について」は、原案どおりお

認めいただくことにご異議ございませんか。 

 

 〔異議なしの声〕 

 

教育長 

異議なしとのことでございます。よって、 



「議案第 41号 就学等に関する規則の一部改正について」は、原案どおり承

認することに決定いたしました。 

 

教育長 

つづきまして、「議案第 42 号 伊勢市体育施設条例施行規則の一部改正につ

いて」を議題といたします。 

事務部長から提案説明を行います。 

 

事務部長 

13ページをご覧ください。 

これは、市道高向小俣線の整備に伴い、宮川ラブリバー公園内の一部の施設

を廃止するため、規則を改正しようとするものでございます。 

なお、詳細につきましてはスポーツ課から説明をいたしますので、よろしく

ご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 

スポーツ課主幹 

「議案第 42号 伊勢市体育施設条例施行規則の一部改正について」ご説明申

し上げます。 
これは、13 ページと当日配布させていただきました位置図の資料をご高覧く

ださい。 

６月９日の教育委員会におきまして伊勢市体育施設条例の一部改正につきま

してお認めいただき、その後、６月の市議会定例会におきまして、同条例の一

部改正が議決されました。 

このことに基づき、同条例の施行規則の一部を今回改正させていただくもの

でございます。 

条例改正の内容と同様に、市道高向小俣線の整備に伴い、宮川ラブリバー公

園内にあります伊勢市宮川スポーツグラウンドＡ及びＢを廃止し、Ｃ,Ｄ,Ｅグラ

ウンドの名称を第１、第２、第３と改めるものでございます。 

この規則は、令和４年 10月１日より施行いたします。 

以上、「議案第 42号 伊勢市体育施設条例施行規則の一部改正について」ご

説明申し上げました。 

 何卒、よろしくお願いいたします。 

 

教育長 

ただ今、スポーツ課から説明をいたしましたが、ご意見ご質問はございませ

んか。 

 

教育長 

ご意見ご質問も無いようですので、採決を採りたいと思います。 

「議案第 42号 伊勢市体育施設条例施行規則の一部改正について」は、原案

どおりお認めいただくことにご異議ございませんか。 



 

 〔異議なしの声〕 

 

教育長 

異議なしとのことでございます。よって、 

「議案第 42号 伊勢市体育施設条例施行規則の一部改正について」は、原案

どおり承認することに決定いたしました。 

 

教育長 

つづきまして、「議案第 43 号 伊勢市スポーツ推進審議会委員の任命につい

て」を議題といたします。 

事務部長から提案説明を行います。 

 

事務部長 

17ページをご覧ください。 

これは、伊勢市中学校体育連盟及び伊勢市ＰＴＡ連合会の役員改選に伴い、

スポーツ基本法第 31条及び伊勢市スポーツ推進審議会条例第５条に基づき、補

欠委員を任命するものでございます。 

なお、詳細につきましてはスポーツ課から説明をいたしますので、よろしく

ご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 

スポーツ課主幹 

「議案第 43号 伊勢市スポーツ推進審議会委員の任命について」ご説明申し

上げます。 

17ページをご高覧ください。 

これは、伊勢市中学校体育連盟及び伊勢市ＰＴＡ連合会の役員改選に伴い、

スポーツ基本法第 31条及び伊勢市スポーツ推進審議会条例第５条に基づき、補

欠委員を任命するものでございます。 

任期の期間につきましては、本日の７月 26日から任期満了日の令和５年５月

31日までとなります。 

以上、「議案第 43号 伊勢市スポーツ推進審議会委員の任命について」ご説

明申し上げました。 

 何卒、よろしくお願いいたします。 

 

教育長 

ただ今、スポーツ課から説明をいたしましたが、ご意見ご質問はございませ

んか。 

 

教育長 

ご意見ご質問も無いようですので、採決を採りたいと思います。 

「議案第 43号 伊勢市スポーツ推進審議会委員の任命について」は、原案ど



おりお認めいただくことにご異議ございませんか。 

 

 〔異議なしの声〕 

 

教育長 

異議なしとのことでございます。よって、 

「議案第 43号 伊勢市スポーツ推進審議会委員の任命について」は、原案ど

おり承認することに決定いたしました。 

 

教育長   

以上で本日の審査案件はすべて終了しました。 

委員の皆さんから何かございましたらお願いします。 

 

教育長  

特にないようですので、これをもちまして教育委員会を閉会いたします。 


